
３．利子補給制度 R７．４現在

津市

日本政策金融公庫の
・新企業育成貸付
・新企業育成・事業安定等貸付
・企業活力強化貸付
・食品貸付

津市の区域内に主たる事務所若しくは事業所を有
し、創業後５年未満の者又は新たに事務所若しくは
事業所を設置し創業しようとする者で、市税を完納
している者

1.0％以内
（上限１０万円）

最初の返済月から
３６月を超えない期

間

借受人からの申請により、前年の１月１日から１２月３
１日までに支払った利子分を限度額の範囲内で一括し
て交付。

H29年度創
設
（市町連携
型）

三重県制度融資の
・三重県小規模事業資金
・みえ経営向上支援資金
日本政策金融公庫の
・小規模事業者経営改善資金（マル経融資）
・小規模事業者経営発達支援資金
・中小企業経営力強化資金
・生活衛生関係営業経営改善資金
・企業再建資金

伊勢市内の中小企業者で、平成２９年４月１日以降
に左の資金の融資を受けた者（ただし、市税を滞納
していない者）

三重県創業・再挑戦アシスト資金
伊勢市内で創業もしくは創業しようとしている事業
者で、平成２９年４月１日以降に左の資金の融資を
受けた者（ただし、市税を滞納していない者）

三重県小規模事業資金
設備・運転
１年以内

三重県創業・再挑戦アシスト資金 設備１年以内

日本政策金融公庫貸付資金の
・小規模事業者経営改善資金（マル経）
・生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（衛
経）

設備１年以内

・新型コロナウイルス対策マル経
・新型コロナウイルス対策衛経

設備・運転
１年以内

三重県小規模事業資金（設備資金）

日本政策金融公庫貸付資金の
・小規模事業者経営改善資金（設備資金）
・生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（設
備資金）

日本政策金融公庫貸付資金の
・新規開業・スタートアップ支援資金
・女性、若者／シニア起業家支援資金
・中小企業経営力強化資金
・再チャレンジ支援融資（再挑戦支援資金）
・生活衛生新企業育成資金
（全て設備資金及び運転資金で，融資額1500万
円以内）

次のいずれにも該当する者
(1)左の資金の融資を受けた者
(2)市内に主たる事業所若しくは営業所を有し、又は
設置しようとする者
(3)市税を滞納していない者
(4)創業前又は創業後１年以内に融資を受けた者

２年以内

５年以内

借受人からの申請により、１月１日から１２月３１日まで
に支払った利子分を一括して交付。

備考

伊勢市 1.0％以内 ３年以内
前年の１月１日から１２月３１日までに支払った利子を
補助対象とする。申請に基づき、限度額の範囲内で一
括して交付する。

利子補給対象期間
利子補給補助の対象制度名

(利子補給制度名)
利子補給の方法

利子の1/2または1.0％のいず
れか低い利率

市町名 利子補給の対象者 利子補給率

鈴鹿市

左の資金の融資を受け、市内に主たる事業所を有
し、または設置しようとする事業者で、市税を滞納し
ていない方。

借受人からの申請により、１月１日から12月31日まで
に支払った利子分を一括して交付。（対象者には申請
書を送付）

次のいずれにも該当する者
(1)左の資金の融資を受けた者
(2)市内に主たる事業所若しくは営業所を有し、又は
設置しようとする者
(3)市税を滞納していない者

桑名市

1.0％以内
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備考利子補給対象期間
利子補給補助の対象制度名

(利子補給制度名)
利子補給の方法市町名 利子補給の対象者 利子補給率

・小規模事業者経営改善資金貸付
・生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付

市内に主たる事業所または営業所を有し、左の資
金の融資を受けた者で、市税を完納している者。

R7年度創設
（市町連携
型）

・新企業育成貸付
・企業活力強化貸付
・新企業育成・事業安定等貸付

市内に主たる事業所または営業所を有し、または
設置することとしている小規模事業者で、市税を完
納している者。

尾鷲市
日本政策金融公庫貸付資金のマル経融資（小規
模事業者経営改善資金及び生活衛生関係営業
経営改善資金特別貸付）

・主たる事業者または営業所を市内に有する小規
模事業者・市税を滞納していない者
・小規模事業者経営改善資金においては、商工会
議所の経営指導を受けていること
・生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付におい
ては、生活衛生同業組合または生活衛生営業また
は生活衛生営業指導センターの経営指導を受けて
いること。

設備：0.5％
運転：0.25％

１年間
前年１月から１２月までに償還した利子について、当該
年度に一括交付。

亀山市
日本政策金融公庫が行う次の貸付
（１）小規模事業者経営改善資金貸付
（２）生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付

次のいずれにも該当する小規模事業者
（１）資金使途が設備資金である者
（２）市内に主たる事務所又は営業所を有する者
（３）市町村税その他市の歳入を滞納していない者

年1.0%（融資利率が年1.0％未
満の場合は当該融資利率）

最初に利子を支払っ
た日の属する月から
起算して60月を限度

利子補給の
対象者につ
いて、平成27
年4月1日か
ら平成29年3
月31日まで
の間に借り
受けた融資
については、
資金使途が
運転資金で
あっても対象
となる。

令和２年３月１７日以後に日本政策金融公庫が行
う次の貸付
（１）小規模事業者経営改善資金貸付
（２）生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付

次のいずれにも該当する小規模事業者
（１）資金使途が設備資金及び運転資金である者
（２）市内に主たる事務所又は営業所を有する者
（３）市町村税その他市の歳入を滞納していない者

前年度の1月1日から当該年度
の12月31日までの間に支払っ
た利子(延滞金を除く。100円未
満切捨て。)

最初に利子を支払っ
た日の属する月から
起算して60月を限度
（新型コロナウイル
ス感染症の影響に
係る特例措置による
利子補給を受けて
いる期間を除く。）

令和２年３月
１７日から当
分の間の特
例措置

日本政策金融公庫が行う次の貸付
（１）新企業育成貸付のうち新規開業資金（中小企
業経営力強化関連を除く。）、新規開業・スタート
アップ支援資金（中小企業経営力強化関連を除
く。）
（２）新企業育成・事業安定等貸付のうち生活衛生
新企業育成資金

次のいずれにも該当する者
（１）融資額が1,500万円以内である者
（２）返済期間が10年以内で、据置期間が1年以内
である者
（３）返済方法が元金均等月賦返済である者
（４）市内に主たる事務所又は営業所を有する者
（５）市町村税その他市の歳入を滞納していない者

最初に利子を支払っ
た日の属する月から
起算して36月を限度

前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に
支払った利子(延滞金を除く。)について、当該年度の1
月1日から2月末日までに借受人からの申請書の提出
により申請。
内容を審査後、一括して交付。

名張市
借受人からの申請により、利子の支払開始日から１２
回分の支払を限度とする

１年以内

前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に
支払った利子(延滞金を除く。)について、当該年度の1
月1日から2月末日までに借受人からの申請書の提出
により申請。
内容を審査後、一括して交付。

1.0％以内
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備考利子補給対象期間
利子補給補助の対象制度名

(利子補給制度名)
利子補給の方法市町名 利子補給の対象者 利子補給率

日本政策金融公庫が行う次の貸付
（１）新企業育成貸付のうち新事業活動促進資金、
中小企業経営力強化資金新規開業資金（中小企
業経営力強化関連に限る。)、新規開業・スタート
アップ支援資金（中小企業経営力強化関連に限
る。)

次のいずれにも該当する者
（１）融資額が1,500万円以内である者
（２）返済期間が設備資金の場合は10年以内、運転
資金の場合は5年以内である者
（３）返済方法が元金均等月賦返済である者
（４）業歴が５年を超える者
（５）市内に主たる事務所又は営業所を有する者
（６）市町村税その他市の歳入を滞納していない者

年1.0%（融資利率が年1.0％未
満の場合は当該融資利率）

最初に利子を支払っ
た日の属する月から
起算して36月を限度

鳥羽市

日本政策金融公庫貸付資金の
・小規模事業者経営改善資金
・生活衛生関係営業経営改善資金
(鳥羽市小規模事業者経営改善資金等利子補給
補助金)

以下のすべてを満たすかた
(1)市内に主たる事業所を有し、左の資金の融資を
受けた者で、市税の滞納がない者。
(2)商工会議所または生活衛生同業組合の経営指
導を受けていること。

0.5％以内
（上限20万円）

１年以内
借受人からの申請により、１月１日から１２月３１日まで
に支払った利子分を一括して交付。

熊野市

・日本政策金融公庫融資制度
・三重県小規模事業資金
・熊野市小規模事業資金
（熊野市小規模事業者振興利子補給）

左の資金の融資を受けた市内の事業者で、市税等
を完納している者。（令和7年4月1日から令和8年3
月31日までの間に実行されたもの・償還期間2年以
上）

融資額の1.0％以内（上限30万
円）

全融資期間 借受人からの申請により、一括して交付

いなべ
市

日本政策金融公庫の
・一般貸付による設備資金
・小規模事業者経営改善資金
・生活衛生関係営業経営改善資金
三重県小規模事業資金（設備資金）
（いなべ市小規模事業者資金利子補給金）

市内に居住し、かつ、市内に店舗・工場又は事業所
を有する小規模事業者で、市税を滞納しておらず、
左の資金の融資を受けて事業を営む商工会加入
者。

毎年1月1日から12月31日まで
の支払利子（延滞利子を除く）
の10％以内

全期間
いなべ市商工会からの申請により交付
（衛経については小規模事業者自身からの申請により
交付）

日本政策金融公庫の
・新企業育成貸付制度
・新企業育成・事業安定等貸付制度
・企業活力強化貸付制度

以下に該当する者
1.令和5年4月1日以降に左の資金に係る融資を受
けた者
2.市内に主たる事業所を有し創業後5年未満の者、
または、設置し創業しようとする者
3.個人にあっては市内に住所を有すること
4.市税に滞納がないこと

1.0％以内
（上限１０万円）

日本政策金融公庫の
・小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
・生活衛生改善貸付

市内に主たる事業所を有し、商工会又は生活衛生
同業組合などの経営指導を受けている者で、左の
資金の融資を受け、かつ、市税を完納している者。

1.0％以内
（上限２０万円）

伊賀市

日本政策金融公庫貸付資金のうち
①経営改善貸付資金
②生活衛生改善貸付資金
（中小企業振興事業資金利子補給補助金）

市内に主たる事業所を有し、左の資金の融資を受
けた者で、市税を完納している者

貸付利子相当額の２分の１
（100円未満切り捨て）

1年間
借受人からの申請により、支払金額確定後一括して交
付。

志摩市
借受人からの申請により、前年１月１日から１２月３１
日までに支払った利子分を一括して交付。

１年以内



３．利子補給制度 R７．４現在

備考利子補給対象期間
利子補給補助の対象制度名

(利子補給制度名)
利子補給の方法市町名 利子補給の対象者 利子補給率

東員町
中小企業融資制度における設備資金

(東員町商工業経営近代化資金利子補給金)

町内に店舗、工場又は事業所を有し、１年以上継
続して同一事業を営んでおり、県の中小企業融資
制度又は国の政策金融制度に基づく資金のうち設
備資金を借り入れて事業を営む者

支払利子の10％を限度とし、１
事業所１０万円を限度として予
算の範囲内

商工業者が資金を
借入れた日から最
終の償還期日までと
する。

借受人は東員町商工会を経て町に申請を行う。町は
予算の範囲内で、商工会を通じて申請者に利子補給
金を給付する。

　

菰野町

日本政策公庫の
・小規模事業者経営改善資金
・小規模事業者経営発達支援資金
（菰野町小規模事業者資金利子補給）

左の資金の融資を受けた者で、町内に主たる事業
所を有し、町税等を完納している者

1.5％以内 全期間
借受人が菰野町商工会を経て申請し、その内容を審
査して交付。

朝日町
日本政策金融公庫貸付資金の
・小規模事業者経営改善資金
（小企業等経営改善資金利子補給）

町内に主たる事業所を有し、左の資金の融資を受
けた者で、町税等を完納している者。

1.0％以内 全期間
借受人が朝明商工会を経て申請し、その内容を審査
し、一括して交付。

川越町
日本政策金融公庫貸付資金の
・小規模事業者経営改善資金
（小企業等経営改善資金利子補給)

町内に住所または主たる事業所を有し、左記の資
金の融資を受けた者でかつ町税等を完納している
もの。

1.0％以内 全期間
借受人が朝明商工会を経て申請し、その内容を審査し
て交付。

明和町

日本政策金融公庫貸付資金のうち
・小規模事業者経営改善資金（マル経融資）
・新規開業資金
・女性、若者/シニア起業家資金
・再挑戦支援資金（再チャレンジ支援融資）
・新事業活動促進資金
・中小企業経営力強化資金

左記融資を受けた者で、次の要件を全て満たす者
①町内に主たる事業所を有している（設置すること
が確実な場合を含む）こと
②町税を完納している（非課税の場合を含む）こと
③明和町商工会に加入している（加入することが確
実な場合を含む）こと
④明和町商工会の斡旋を受けていること

1.0％以内
（上限２０万円）

１２ヶ月
借受人が明和町商工会を経由して申請し、その内容を
審査して交付

大台町

（大台町商工業者事業資金利子補給補助金）
日本政策金融公庫のうち
・新規開業資金
・女性、若者/シニア起業家資金
・再チャレンジ支援融資（再挑戦支援資金）
・新事業活動促進資金
・中小企業経営力強化資金
・マル経融資

三重県小規模事業資金

町内で商工業を営み、大台町商工会に加入し、か
つ、町税を完納している会員

1.0％以内
（上限２０万円）

１年
【条件を満たせば４
年（＋３年）】

借受人は大台町商工会を経由して町に申請を行う。町
はその内容を審査して、１月１日から12月31日までに
支払った利子分を一括して交付。

平成２７年度
創設

度会町

日本政策金融公庫貸付資金のうち
・マル経融資（小規模事業者経営改善資金）
・生活衛生改善貸付（生活衛生関係営業経営改
善資金特別貸付)

町内に主たる事業所を有し、度会町商工会又は生
活衛生同業組合による経営指導を受けている事業
者のうち町税等の滞納がない者

利子の１／２以内
３年以内

商工会（生活衛生同業組合）から斡旋した実績に基づ
き、1月1日から12月31日までに支払った利子分を一括
して交付。ただし、当該融資の元本の返済が遅延した
ことに伴って生じた利子の増額分は対象外。

南伊勢
町

日本政策金融公庫貸付資金
・マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

（南伊勢町商工会小規模事業者経営改善資金利
子補給事業）

南伊勢町商工会の審査・斡旋を受けてマル経融資
を受け、町内に事務所又は事業所を有しており、町
税を完納している者

利子の１／２ ５年以内
1月から12月までに支払った利息支払証明書、町税完
納証明書等必要書類を商工会へ提出し、利子補給を
受ける。利子補給額は、後日、商工会へ交付。
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備考利子補給対象期間
利子補給補助の対象制度名

(利子補給制度名)
利子補給の方法市町名 利子補給の対象者 利子補給率

日本政策金融公庫貸付資金の
①小規模事業者経営改善資金
②生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に
対する別枠融資（1,000万円以内）
（紀北町小規模事業者経営改善資金利子補給制
度）

町内に主たる事業所を有し、平成26年4月1日以降
に左記の資金の貸付を受けた者（ただし、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けた者に対する別枠
融資については、当該資金の借入が令和5年3月31
日までに実行されたもの）で、町税等を完納してい
る者。

　　　　①②利子の１/２
　　　　③　全額

①②　12か月以内
③　貸付から4年以
上10年以内

対象期間の利子の支払いがすべて完了した日から1か
月以内に申請することにより、一括して交付。

三重県新型コロナウイルス感染症対応資金
（紀北町新型コロナウイルス感染症関連融資利子
補給補助金交付要綱）

町内に主たる事業所を有し、左記の貸付を受けた
日から3年の間、三重県より当該融資に係る利子補
給を受け、町税等を完納している者。

全額
貸付から4年以上10
年以内

借受人からの申請により、交付対象の融資金額に係る
1月から12月までの期間の返済計画から算出する利子
額の全額を、上期・下期に分けて交付。

紀宝町
小規模事業者経営改善資金
三重県小規模事業資金

左の資金融資（貸与期間２年以上）を受けた町内中
小企業者で町税を完納している者

融資額の1.0％以内 全期間 借受人からの申請により、一括して交付。

紀北町


